
 

鴫立庵の指定管理者候補者の選定結果 

  

１ 選定結果 

(1) 選定業者等 

  ア 選定業者 

日本環境マネジメント株式会社（得点：85.5点／100点） 

  イ 次点業者 

該当なし 

 

(2) 選定評価表 

   別添のとおり 

 

２ 選定方法等 

(1) 選定基準 

   指定管理者候補者の選定に当たっては、審査基準に基づいて審査を行い、総合的に

判断した。 

 

(2) 選定主体 

   令和２年度第３回大磯町指定管理者候補者選定等委員会（令和２年10月29日開催） 

委員氏名 役職等 

 栗原 匡賢 副町長／委員長 

 加藤 敦  産業環境部長 

 佐川 和裕  参事（歴史・文化担当） 

 小島 昭男  大磯町区長連絡協議会 台町区長 

 本井 英  鴫立庵主 

 勝間 豊  産業能率大学 情報マネジメント学部 教授 

 

(3) 選定方法 

   令和２年度第３回大磯町指定管理者候補者選定等委員会において、書類、外部識者

（税理士）による講評、プレゼンテーション及びヒアリングに基づき各委員が採点を

行い、次に掲げる選定基準により指定管理者候補者を選定した。 

第１基準 各委員の採点において、得点（最終）を配点の７割（＝70点）以上とし

た委員が出席委員の過半数（例：６人出席⇒４人以上）であり、かつ、各

委員の得点（最終）を合計した総得点が配点合計の７割（例：６人出席⇒

420点）以上であること。 

第２基準 第１基準を満たした申請業者のうち、各委員の得点（最終）を合計した

総得点が最も高いものを指定管理者候補者として選定する。 

※ 第２基準において、総得点が同点の場合は、委員会規則第６条の規定により、出席委員

（議長を除く。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

 



３ 参考 

(1) 対象施設 

ア 名称・所在地 

  鴫立庵（大磯町大磯1289番地） 

イ 設置の目的 

    鴫立庵は、1664年の開庵以来、日本三大俳諧道場として今日まで受け継がれてい

る施設です。こうした背景から、大磯町は、この鴫立庵を歴史的な文化財として保

存活用し、文化の向上と観光の発展を図ることを目的に設置しています。 

 

(2) 指定管理の期間 

   令和３年４月１日から令和８年３月31日まで（５年間） 

 

(3) 募集・申請状況 

  ア 募集要項等の配布 

    令和２年９月１日（火）から令和２年９月24日（木）まで 

  イ 質問受付期間 

    令和２年９月１日（火）から令和２年９月18日（金）まで 

  ウ 質問回答期間 

    令和２年９月23日（水）から令和２年９月24日（木）まで 

  エ 申請書提出期間 

令和２年９月25日（金）から令和２年９月30日（水）まで 

  オ 申請業者（五十音順） 

・ 日本環境マネジメント株式会社（埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目12番１号） 

 

 

 



得点合計
/600点

得点平均
/100点

15 78 13

5 26 4.3

5 27 4.5

5 25 4.2

10 50 8.3

5 26 4.3

5 24 4

25 126 21

10 48 8

5 27 4.5

5 26 4.3

5 25 4.2

40 207 34.5

5 26 4.3

5 27 4.5

5 26 4.3

5 27 4.5
5 26 4.3
5 24 4
5 27 4.5

８　事業計画書の内容が、管理に係る経費の縮減を図っているか。 5 24 4

10 52 8.7

視
点

10 52 8.7

100 513 85.5

過半数 ４人以上
７割以上 420点以上

＊第１基準の①、②のいずれも満たすこと。

団体名：　日本環境マネジメント株式会社

■鴫立庵　指定管理者選定評価表（一覧）

評　価　項　目　（共通項目） (配点50点) 配点

１　管理運営に関する事項

(1)　施設管理運営全般について

視
点

１ 当該施設の設置目的・趣旨・管理運営の内容を理解しているか。
２ 当該施設の管理運営に対する意欲・熱意はあるか。
３ 当該施設の機能を最大限発揮できるか。

２　利用者への対応に関する事項

(2)　施設維持管理について

視
点

１ 維持管理についての基本的な考え方が適正か。
２ 個別業務ごとの維持管理計画が適正か。

(3)　管理運営費について

視
点

１ 収支計画は適切か。
２ 効率的な運営が工夫されているか。
３ 管理運営費は適正か。

(1)　団体の能力について

(1)　サービスについて

視
点

１ サービス向上に取り組む姿勢があるか。
２ 利用の平等性、公平性が確保できるか。

(2)　利用者の意見等への対応について

視
点

１ 利用者の意見、要望を聴取、把握する方法を備えているか。
２ トラブル・苦情処理に適切に対応できるか。

３　経営能力等に関する事項

(4)　個人情報の保護、情報公開について

視
点

１ 法人等の財政状況の健全性、安定性が確保されているか。
２ 同様な施設の管理運営に関する十分な実績があるか。

(2)　人員確保・配置について

視
点

１ 適切な職員数を配置できる体制を備えているか。
２ 業務に関して専門知識を有する職員が在籍しているか。
３ 職員の研修体制の内容は適切か。

(3)　安全対策について

視
点

１ 日常の警備及び事故防止、防災に関する対策は適切か。
２ 緊急時の連絡体制、役割分担等の取り決めは適切か。

視
点

１ 個人情報の保護に関する制度を理解し、体制を整備しているのか。
２ 情報公開に関する制度を理解しているか。

評　価　項　目　（個別項目） (配点40点) 配点

４　鴫立庵に関する事項

視
点

１　施設の利活用の活性化が図られる提案となっているか。
２　「鴫立庵」の文化財としての価値をよく理解し、これを損なうことなく事業を行う提案となってい
るか。
３　「新たな観光の核づくり」の拠点としての文化、観光振興に資する事業の実施を行うことができる
か。
４　実現可能な事業計画が複数提案されているか。
５　多岐にわたる事業展開により入庵者や利用者の拡充を期待できるか。
６　町内事業者や団体との連携が期待できるか。
７　業務計画には最終年度に向けての継続的・発展的な計画が示されているか。

第２基準 　第１基準を満たした申請業者のうち、各委員の得点を合計した総得点が最も高いものを指定管理者候補者として選定

評　価　項　目　（総合的所見） （配点10点） 配点

５　総合的所見

・総合的に見て魅力ある提案となっているか。

合　　　　　　　　　　　計

第１基準
①　得点を配点の７割(＝70点)以上とした委員が出席委員の過半数
②　各委員の得点を合計した総得点が配点合計の７割以上 


